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　計画策定の趣旨
　茨城県では、平成２４年３月に策定した「新いばらき障害者プラン」　（計画期間：平成２４年度～
２９年度）に基づき、自立支援のための各種事業を推進し、障害者福祉の充実に努めてまいりました。
　この間、国においては障害者総合支援法や障害者差別解消法の施行など、様々な障害者制度改革が
進められたほか、県においても平成２７年４月に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすた
めの茨城県づくり条例」が施行されるなど、障害福祉行政を取り巻く状況は大きく変化しています。
　こうした環境の変化やこれまでの施策の現状と課題等をもとに、茨城県では、茨城県障害者施策推
進協議会の審議やパブリックコメント等を通じて県民の皆様のご意見をお聞きしながら、平成３０年
３月に新たに「第２期新いばらき障害者プラン（２０１８～２０２３）」を策定しました。
　この度、国が策定した第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画に係る基本方針や、県におけ
るこれまでの取組みの実績、地域の実情を踏まえ、成果目標を見直すなど、「第２期新いばらき障害者
プラン」の改定を行いました。

　　計画の性格
この計画は、障害者基本法に定める「都道府県障害者計画」、障害者総合支援法に定める「都道府県
障害福祉計画」及び児童福祉法に定める「都道府県障害児福祉計画」として策定するものです。
この計画は、茨城県の障害者施策推進の基本的方向や目標を明らかにするとともに、障害福祉サー
ビスの提供体制に関して計画的な整備を進めるための方策を定め、障害者施策の総合的な推進を図
るものです。
この計画は、「茨城県総合計画」の部門別計画として位置付けられるものであり、「茨城県保健医療
計画」、「いばらき高齢者プラン２１」、「茨城県地域福祉支援計画」など、関連する他の計画と調和
が保たれるよう配慮しています。

　　計画の期間
平成30年度から令和 5年度までの 6か年計画とします。
令和 2年度に、それまでの達成状況などを踏まえ、計画の見直しを行いました。

障害者計画
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　障害者の現状と課題
　令和元年度末現在の茨城県における障害者手帳所持者は、身体障害者 89,154 人、知的障害者 24,145
人、精神障害者 19,850 人となっています。障害者手帳所持者は年々増加しているなか、障害の重度化
や重複化、高齢化が進んでいます。
　本計画においては、障害による支援を必要とする人を広く「障害者」と捉え、支援の在り方を考えて
います。施策を進めるにあたっては、主に以下のような課題があげられます。これらの課題に積極的に
取組み、その実現に努めてまいります。 

権利擁護の推進
福祉施設入所者の地域生活への移行
精神障害者の入院医療から地域生活への移行
インクルーシブ教育システムの理念に基づく教育
福祉施設利用者の一般就労への移行
福祉的就労の底上げ
発達障害者、高次脳機能障害者及びひきこもり者への支援
相談支援体制の充実
障害児への支援
福祉人材の確保
東日本大震災等の教訓を踏まえての防災体制の確立

音声・言語・そしゃく機能障害
941 人（1%）

視覚障害
5,587 人（6%）

聴覚・平衡機能障害
7,096 人（8%）

内部障害
32,547 人（37%）

肢体不自由
42,983 人（48%）

軽度C
7,102 人
（29％）

中度 B
6,461 人
（27%）

重度 A
5,720 人
（24％）

最重度 A
4,862 人
（20%）

総　数
24,145 人

３級
6,332人
（32％）

２級
11,507人
(58%)

１級
2,011人
（10%）

総　数
19,850 人

令和 2年 3月末現在

身体障害者（障害別）手帳交付者数

総　数
89,154 人

療育手帳交付者数 精神障害者保健福祉手帳交付者数



　第２期 新いばらき障害者プランの体系
　基本理念「ノーマライゼーション」と「完全参加」
障害の有無によって分け隔てられることなく、障害者が一般社会の中で普通の生活を送るこ
とができる「ノーマライゼーション」と、自らの意思によりあらゆる分野に参加する機会が
確保される「完全参加」を基本理念とし、県民すべてが相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら共に生きる社会の実現を目指します。

　施策体系
　１ ひとりひとりが尊重される社会をめざして

１ 思いやりと助け合いの心づくり

（１） 啓発・広報活動の推進 
　① 広報広聴活動の推進
　② 普及啓発活動の推進
（２） 福祉教育・ボランティア活動の推進
　① 福祉教育の推進
　② ボランティア活動の推進

４ 教育・育成の充実

（１） 障害児への支援
　① 地域における療育支援体制の整備
　② 障害児施設・事業所における療育機能の充実 
　③ 教育相談の充実 　④ 医療的ケア児への支援
　⑤ 障害児入所施設の質の確保・向上
（２） 学校教育の充実
　① 教育の充実　② 教職員の資質の向上
（３） 生涯学習の推進
　① 推進体制の充実
　② 学習機会の提供と学習活動の活発化　
　③ 学習情報提供・相談システムの充実

２ 権利擁護の推進

（１） 権利擁護の取組みの充実
　① 差別の解消
　② 虐待の防止
　③ 意思決定支援・成年後見制度

５ 就労機会の拡大

（１） 一般就労の促進
　① 就労の場の確保
　② 就労訓練等の充実
　③ 相談支援体制と関係機関との連携体制の強化
　④ 障害者雇用への理解促進
　⑤ 雇用支援施策の活用促進
（２） 福祉的就労の促進
　① 製品の販路拡大と仕事の確保
　② 就労継続支援事業所における取組みの促進
　③ 官公需に係る福祉施設等への受注機会の拡大等

３ 地域生活への移行の促進

（１） 福祉施設入所者の地域生活への移行
　① 障害福祉サービス提供体制の整備　
　② 日中活動の場の整備　③ 住まいの場の整備　
　④ 相談支援体制の整備　⑤ 就労支援体制の強化
　⑥ 地域生活支援拠点等の整備
（２） 地域包括ケアシステムにおける精神障害者への支援
　　 の充実 
　① 精神障害者に対応する茨城型地域包括ケアシステムの充実
　② 地域移行・地域定着の促進　③ 医療面での支え　
　④ 保健福祉面での支え
（３） 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた
　　 地域生活支援拠点等の整備 
　① 地域生活支援拠点等整備の促進

６ 文化芸術・スポーツ･レクリエーション活動の充実

（１） 文化芸術活動の充実
　① 文化芸術活動の充実
（２） スポーツ・レクリエーション活動の充実
　① スポーツ・レクリエーション活動の充実
（３） 国際交流の促進
　① 国際交流の促進



　
　２ 質の高い保健・医療・福祉の充実をめざして

１ 保健 ･ 医療の充実

（１） 保健サービスの充実
　① 母子保健の充実
　② 高齢者保健の充実
　③ 精神保健の充実
（２） 早期発見･早期療育の充実
　① 早期発見対策の充実
　② 早期療育の充実
（３） 医療の充実
　① 精神科医療の充実
　② 難病医療の充実
　③ 歯科医療の充実

２ 福祉の充実

（１） 生活の支援と安定
　① 各種制度の周知　② 経済的負担の軽減
　③ その他の助成制度の充実
（２） 専門性の高い福祉サービスの充実
　① 発達障害者への支援
　② 強度行動障害を有する者や高次脳機能障害者への
　　 支援
　③ 依存症患者と家族等への支援
　④ ひきこもり者と家族等への支援
　⑤ 障害児への支援
（３） サービス提供体制の充実
　① 障害福祉サービスの充実　② 各種サービスの充実
　③ 障害児への福祉サービスの充実
　④ たん吸引及び経管栄養の実施
　⑤ オストメイトへの支援
　⑥ 地域リハビリテーションの充実
　⑦ 社会参加活動への支援
（４） 施設におけるサービスの充実
　① ノーマライゼーションと施設整備
　② 県立施設の役割機能の検討　③ 施設福祉の充実
　④ 障害児入所施設の充実
　⑤ 障害福祉サービス事業所の指導強化
（５） 相談支援体制の充実
　① 相談支援サービスの提供体制の充実
　② 相談支援専門員の育成
　③ 新たな相談支援制度の創設に伴う相談支援事業の充実
　④ 市町村自立支援協議会の強化
（６） 情報バリアフリーの推進
　① 情報バリアフリーの推進

３ 障害児支援の提供体制の整備

（１） 地域支援体制の構築
　 ① 児童発達支援センターの設置
　 ② 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保
（２） 医療的ニーズへの対応
 　① 保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関の連携
 　② 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業
　　  所の設置
　 ③ 医療的ケア児等コーディネーターを養成するための研修

４ 人材の確保・育成

（１） 人材の確保・育成の推進
 　① 人材の確保・育成の推進
 　② 介護職員の処遇改善

５ 地域共生社会の実現に向けた取組み

（１） 保健・医療・福祉・保育・教育・労働の連携によ
　　 る施策の推進
 　① 保健・医療・福祉・保育・教育・労働の連携によ
　　  る施策の推進



１ 人にやさしいまちづくり
（１） ユニバーサルデザインの推進
　① ユニバーサルデザインの推進
（２） 居住環境整備の推進
　① 居住環境の整備
　② 住みよい環境づくり
（３） 生活環境整備の促進
　① 道路交通安全の確保
　② 都市公園のバリアフリー化の推進
　③ 交通安全の推進
　④ 道路における障害物の排除

３ 安全・安心な暮らしの確保

２ 外出支援の充実
（１） 移動手段の確保
　① 運転適格審査の実施
　② 移動・歩行への援助
　③ 駐車禁止除外の指定
　④ 高齢運転者等専用駐車区間制度
　⑤ 身障者等用駐車施設の適正利用の推進
（２） 移動支援の充実
　① 移動支援の充実

４ 行政サービス等における配慮
（１） 行政機関における配慮
　① 行政機関の窓口や会議等における配慮
（２） 選挙における配慮
　① 投票所における投票環境の改善
　② 投票所での投票が困難な障害者への対応
　③ 障害特性に応じた情報提供

福祉施設入所者の地域生活への移行

福祉施設入所者（定員）の削減

精神病床における1年以上長期入院患者数（65歳未満） 1,476人 1,383人 1,290人

精神障害者の入院後3か月時点の退院率

精神障害者の入院後6か月時点の退院率

精神障害者の入院後1年時点の退院率

福祉施設から一般就労への移行者数

就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者のうち、
就労定着支援事業を利用した者の割合

就労定着支援事業所ごとの就労定着率

1,371人 1,429人

48人減 63人減

11市町村が協議の場を設置。引き続き、設置に向けた取組みを推進。

1,529人 1,449人 1,368人

67.8% 68.4% 69%

317日 317日 317日

83.9% 84.9% 86%

90.1% 91% 92%

地域生活支援拠点等の整備

707人 749人 791人

精神病床における1年以上長期入院患者数（65歳以上）

相談支援体制の充実・強化

47% 58.5% 70%

85% 85% 85%

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場
の設置

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整する
コーディネーターの配置

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築

難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保

３ 快適に暮らせる社会をめざして

成果目標

（１） 防災対策の充実
　① 避難行動要支援者情報の把握と共有化
　② 個別計画の策定
　③ 福祉避難所の指定と支援体制の整備
　④ 関係団体との連携
　⑤ 原子力災害における要配慮者の安全確保
　⑥ 防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施
（２） 消費者被害の防止と防犯意識の高揚
　① 消費者被害防止対策の推進　
　② 安全なまちづくりの推進
　③ 成年後見制度の利用の周知
（３） 新型コロナウイルス感染症対策の徹底
　① 新型コロナウイルス感染症の予防対策  
　② 新型コロナウイルス感染症発生時の拡大防止及び施設
　　 機能維持 

1,313人

32人減

R３年度 R４年度 R５年度

令和5年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1か所整備するとともに、機能の充実に向け年1回
以上検証及び検討を実施する。

令和5年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1か所の基幹相談支援センターを設置をする。

令和5年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に1か所以上設置する。

令和5年度末までに全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。

令和5年度末までに県において難聴児支援のための中核機能を有する体制を確保する。

令和5年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
を各市町村又は各圏域に1か所以上設置する。

令和5度末までに県、各市町村又は各圏域において保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連
携を図るための協議の場を設置する。

令和5年度末までに県、各市町村又は各圏域において医療的ケア児等コーディネーターを配置する。

項　　目

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議
の場の設置状況

精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域
平均生活日数

児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援
の充実

重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所
及び放課後等デイサービス事業所の設置



　障害福祉サービス見込量

区　分

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援

生活介護
自立訓練(機能訓練）

自立訓練(生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援

療養介護

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）

 
施設入所支援 
自立生活援助 
共同生活援助

計画相談支援 
地域移行支援 
地域定着支援 
 
児童発達支援
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
保育所等訪問支援 
居宅訪問型児童発達支援

医療型児童発達支援
 
福祉型児童入所支援
医療型児童入所支援

障害児相談支援

R３年度
（見　込）

実利用者数
3,441 
37 
3,543

実利用者数
24,229 
63 
73 

実利用者数
140 
93 

実利用者数
8,291 

R４年度
（見　込）

実利用者数
3,433 
49 
3,782 

実利用者数
25,896 
75 
86 

実利用者数
138 
95 

実利用者数
9,064 

R５年度
（見　込）

実利用者数
3,411 
67 
4,017

 実利用者数
27,717 
91 
113 

実利用者数
136 
97 

実利用者数
10,028 

実利用者数

2,451 
147
309 
106 
9 

実利用者数

6,963 
149 
389 
1,086 
1,875 
6,071 
251 
329 
1,122 
66 

実利用者数

2,652 
5,080 
84 
29 
14 

延利用時間

49,849 
32,973 
3,801 
1,461 
398 

延利用者数

133,499 
1,860 
6,583 
17,353 
32,383 
103,553 
889 
8,858 
9,183 
475 

延利用者数

19,275 
62,239 
361 
429 
403 

実利用者数

2,546 
164 
336 
119 
13 

実利用者数

7,191 
179 
414 
1,154 
2,099 
6,471 
294 
344 
1,291 
75 

実利用者数

2,821 
5,438 
103 
38 
17 

延利用時間

52,263 
34,604 
4,077 
1,541 
1,256 
延利用者数

138,382 
2,427 
7,266 
18,505 
35,994 
109,933 
1,044 
9,223 
9,890 
554 

延利用者数

20,722 
67,201 
449 
465 
426 

実利用者数

2,646 
178 
362 
125 
17 

実利用者数

7,429 
220 
451 
1,220 
2,364 
6,908 
337 
357 
1,388 
85 

実利用者数

3,001 
5,814 
140 
47 
26 

延利用時間

54,724 
37,500 
4,347 
1,607 
1,695 
延利用者数

143,071 
3,385 
8,296 
19,599 
40,252 
116,617 
1,214 
9,565 
10,624 
688 

延利用者数

22,283 
73,038 
587 
803 
492 

訪問系サービス
（月間）

日中活動系サービス
（月間）

居住支援・施設系
サービス（月間）

相談支援（年間）

障害児通所支援
サービス（月間）

障害児入所支援
サービス（年間）

障害児相談支援
（年間）
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